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令 和 元 年 第 ７ 回 定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開催日 令和元年１１月２０日（水） 

２ 開催場所 市役所本庁舎３０１会議室 

３ 出席した委

員 

教 育 長 中 川 宣 芳 委 員 山 田 周 司 

委 員 伊 藤 敬 一 委 員 伊 藤 和 子 

委 員 加 藤 由 美   

４ 欠席した委員 なし 

５ 説明のため

に出席した

職員 

教 育 部 長 伊 藤 武 志 教育部次長(学校教育担当) 高 木 大 作 

教育部次長(社会教育担当) 松 永 祥 司 こども未来部次長 櫻 井 克 匡 

教育総務課長 小 川 正 夫 学校給食課長 愛 野 恭 彦 

学校給食課主幹 小 川 敬 介 学校教育課長 堀 田 正 二 

学校教育課管理 指導主事 兼主幹 加 藤 和 昭 学校教育課主幹 兼 子 正 己 

生涯学習課長兼小牧山課長 伊 藤 加代子 まなび創造館長 恒 川 正 樹 

東部市民センター所長 高 木 美穂子 味岡市民センター所長 岩 田 奈穂美 

北里市民センター所長 平 岡 麗 子 スポーツ推進課長 武 市 礼 子 

図 書 館 長 山 田   久 新図書館建設推進室長 矢 本 博 士 

こども政策課長 永 井 政 栄 幼児教育・保育課係長 古 川 明 和 

６ 本委員会書記 教育総務課庶務係主査 遠 山 史 織 教 育 総 務 課 庶 務 係 主 任 古 澤 裕美子 

７ 議題 議案第４９号 

議案第５０号 

議案第５１号 

議案第５２号 

議案第５３号 

議会の議決を経るべき議案について 

議会の議決を経るべき議案について 

議会の議決を経るべき議案について 

事務の補助執行に関する協議について 

市長の権限に属する事務の委任に関する協議について 

８ 報告及び連

絡事項 

連 絡 事 項 

報告第 １号 

報告第 ２号 

 

報告第 ３号 

報告第 ４号 

報告第 ５号 

１２・１月行事予定 

令和元年度末及び令和２年度の儀式について 

新小牧市立図書館建設工事のうち電気設備工事請負変更契

約の締結について 

行政文書の開示について 

令和２年小牧市成人祝賀式開催について 

民法改正による成年年齢引き下げ後の成人祝賀式の在り方

について 
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＜開会 午後 ２時００分＞ 

公開会議 

○教育長（中川宣芳） 

 それでは、ただいまより令和元年第７回定例教育委員会を開催いたします。 

 はじめに、１０月３０日開催の令和元年第６回定例教育委員会の会議録につきましては、

お手元にお示しのとおりご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 それでは、会議録は承認とさせていただきます。 

 続きまして、私のほうから教育長報告をさせていただきます。 

 朝夕の冷え込みもここへ来て急に増してまいりました。本格的な冬に向けて季節の移り

変わりを感じる時期となってきたわけでございます。市内では、今年も文化・芸術をはじ

め多くの行事、イベントが開催されております。１１月に入って、６日水曜日から１０日

日曜日にかけては、市内小中学校、小牧特別支援学校、適応指導教室等の児童生徒の作品

を展示する教育展が、それから７日の木曜日には、小中学校の音楽会が開催されて、市内

小中学生の文化的な活動の成果を見ることができました。 

 また１０日の日曜日には、青少年健全育成市民大会が、昨日、１９日火曜日には、社会

福祉大会が開催されまして、２つの大会の中で中学生の少年の主張や福祉体験作文の発表

を聞く機会を得ました。緊張した面持ちをしつつも、自分自身が体験を通して得た思いだ

とか、日ごろ、社会生活の中で感じたことなどを本当に落ちついて、しっかりと参加者の

皆さん方に伝えることができたと思っております。また、青少年健全育成市民大会におき

ましては、市内の各中学校のジュニア奉仕団の皆さんの来場する方々への元気で明るい挨

拶をする姿も見られ、本当に頼もしく感じたところであります。 

 さらに、報告が前後してしまいますが、１０月末には、市内中学校の文化祭が開催され

ました。ちょうどこのタイミングでインフルエンザの流行が始まりまして、合唱コンクー

ルの日程を一部変更する学校もあったようではございますが、何とか、事前の準備の成果

を発表する場が持て、学年を超えた交流が図られたことと聞いております。いずれにしま

しても、これからまだしばらく教育委員会主催・主管等の行事、イベントが続きます。参

加される市民の皆様のために、私ども職員一丸となって事に当たってまいりたいと思う次

第でございます。 

 以上で、私からの報告とさせていただきます。 

 続いて、部長報告をお願いします。 

 伊藤教育部長。 

○教育部長（伊藤武志） 

 市議会について報告させていただきます。 

 １２月２日から２０日までの予定で、第４回定例市議会が開催されます。 
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 提出が予定されております議案は、条例案が１０件、一般議案が６件、補正予算案が９

件、諮問が人権擁護委員候補者の推薦についての３件で、合計２８件の議案が上程される

予定です。 

 このうち、教育委員会に関係する議案は、一般議案２件、そして一般会計補正予算案の

合計３件であり、議会の議決を経るべき議案として、本日、議題として提出をさせていた

だきました。 

 報告は以上です。 

○教育長（中川宣芳） 

 ありがとうございました。 

 それでは、早速、議題に入ります。 

 まず、議案第４９号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局より説明をお願い

いたします。 

 松永社会教育担当次長。 

○教育部次長(社会教育担当)（松永祥司） 

 ただいま議題となりました議案第４９号につきまして、ご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 議案第４９号「議会の議決を経るべき議案について」であります。 

 この案の提出理由でありますが、議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出る

ため必要があるからであります。 

 その内容は、令和元年度小牧市一般会計補正予算（第５号）のうち、教育委員会分の歳

入歳出予算補正、債務負担行為補正についてであります。 

 それでは補正予算のうち、私の所管しております社会教育関係について、ご説明申し上

げます。 

 別冊の令和元年度小牧市一般会計補正予算（第５号）の１ページをお願いいたします。 

 第３表、債務負担行為補正についてであります。 

 まなび創造館スポーツセンター管理運営委託事業で５，３００万円をお願いするもので

あります。 

 令和２年度の４月１日からの事業委託に関し、受託者の従業者雇用や従業者の教育など

の事前準備期間が必要であり、令和元年度内に契約をし、その対応をしようとするもので

あります。 

 続いて２ページ、３ページをお願いいたします。 

 歳入についてであります。 

 １９款１項３目教育費寄附金で、２節社会教育費寄附金３，３８４万８，０００円のう

ち、文化財保護事業基金寄附金として８８３万８，０００円、３節保健体育費寄附金の

３０１万円は、スポーツ振興事業基金寄附金として、それぞれ増額しようとするものであ
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ります。いずれもこまき応援寄附金としてご寄附をいただいたものであります。 

 続きまして、歳出についてであります。 

 少し飛びまして８ページ、９ページをお願いいたします。 

 内容につきましては、事務事業の概要によりご説明させていただきます。 

 １０款５項１目社会教育総務費で４８万２，０００円の減額は、１の人件費で人事異動

等に伴う人件費の調整によるものであります。 

 ２目公民館費で３４５万４，０００円の増額は、１の東部市民センター管理運営事業で、

来年度、講堂の空調設備である冷温水発生器の更新工事を予定しており、先行して、今年

度、設計業務委託を行うための増額であります。 

 次に、６目文化財保護費で８８３万８，０００円の増額は、１の文化財保護事業基金積

立事業で、こまき応援寄附金を文化財保護事業基金に積み立てようとするものであります。 

 ９目図書館費の２８１万９，０００円の減額及び１０目まなび創造館費の１８６万

３，０００円の増額は、それぞれ人事異動に伴う人件費の調整によるものであります。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 ６項１目保健体育総務費で５８５万３，０００円の減額は、１の人件費で人事異動等に

伴う人件費の調整による８８６万３，０００円の減額と、２のスポーツ振興事業基金積立

事業で、こまき応援寄附金３０１万円をスポーツ振興事業基金に積み立てようとするもの

です。 

 以上、社会教育関係分のご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 高木学校教育担当次長。 

○教育部次長(学校教育担当)（高木大作） 

 続きまして、学校教育関係につきましてご説明申し上げます。 

 同じく別冊１の２ページ、３ページにお戻りください。 

 歳入についてであります。 

 １９款１項３目教育費寄附金のうち、１節教育総務費寄附金として８，９４６万

５，０００円を増額するものであります。 

 その内容といたしましては、右の説明欄に記載のとおり、育英事業基金寄附金として

１，６１１万２，０００円、次世代教育環境整備基金寄附金として７，３３５万３，００

０円、ともにこまき応援寄附金としてご寄附いただいたものであります。 

 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。 

 内容につきましては、表の右欄、事務事業の概要により説明をさせていただきます。 

 なお、人件費の補正内容につきましては、人事異動等に伴う調整を行うためであります。 

 １０款１項２目事務局費で７，７５０万３，０００円を増額しようとするものでありま
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す。右欄１の人件費で４１５万円の増額は、先ほど説明いたしました人件費の調整であり

ます。 

 ２の次世代教育環境整備基金積立事業で７，３３５万３，０００円の増額は、こまき応

援寄附金を同基金に積み立てようとするものであります。 

 ３目教育指導費で１，００１万２，０００円を増額しようとするものであります。右欄

１の児童生徒指導事業で２６０万円の減額、２の国際理解教育推進事業で２００万円の減

額、３の学校安全保健事業で１５０万円の減額は、社会保険料及び臨時嘱託職員の賃金の

精査によるものであります。 

 ４の育英事業基金積立事業で１，６１１万２，０００円の増額は、こまき応援寄附金を

同基金に積み立てようとするものであります。 

 ４目給食センター費で９８８万９，０００円を増額しようとするものであります。右欄

１の人件費で同額９８８万９，０００円の増額は、人件費の調整であります。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 ２項１目小学校費の学校管理費では６５万円の減額をしようとするものであります。右

欄１の小学校運営一般事業で６５万円の減額は、社会保険料及び臨時嘱託職員の賃金の精

査によるものであります。 

 ２目教育振興費では１，６４０万円の増額をしようとするものであります。右欄１の小

学校教育振興設備整備事業で１，６４０万円の増額は、１８節備品購入費で、来年度の小

学校教科書改訂に伴い、今年度中に納品が可能な教科であります国語、算数、地図帳の指

導者用のデジタル教科書の購入費を計上したものであります。 

 ３項１目中学校費の学校管理費では８４万２，０００円の増額をしようとするものであ

ります。右欄１の人件費で１６４万２，０００円の増額は、人件費の調整であります。 

 ２の中学校運営一般事業で８０万円の減額は、社会保険料及び臨時嘱託職員の賃金の精

査によるものであります。 

 以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 櫻井こども未来部次長。 

○こども未来部次長（櫻井克匡） 

 続きまして、私から、こども未来部所管分についてご説明申し上げます。 

 お戻りいただきまして、別冊１の２ページ、３ページをお願いいたします。 

はじめに歳入でございます。 

 １９款１項３目教育費寄附金、２節社会教育費寄附金のうち、こども夢・チャレンジ基

金寄附金で２，５０１万円の増額は、こまき応援寄附金としてご寄附いただいたものであ

ります。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 
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 少し飛びまして、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 内容につきましては、主に右側の事務事業の概要欄によりご説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 最下段になりますが、１０款４項１目幼稚園費で１，１０１万５，０００円の減額であ

ります。１の（１）人件費で１，０５１万５，０００円の減額は、人事異動等に伴う調整

を行うものであります。 

 ２の（１）一般事務事業で５０万円の減額は、臨時嘱託職員の賃金の調整を行うもので

あります。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 中段になりますが、１０款５項４目青少年育成費で２，５０１万円の増額は、１の

（１）こども夢・チャレンジ基金積立金で、いただいたご寄附を基金に積み立てるもので

あります。 

 以上で、私からの説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 以上、それぞれの部門の説明がありました議案第４９号について、ご質問等がありまし

たらお受けいたしますが、いかがでしょうか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第４９号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意見

なしとすることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第４９号については、原案について意見なしとするこ

とといたします。 

 次に、議案第５０号「議会の議決を経るべき議案について」及び議案第５１号「議会の

議決を経るべき議案について」は、関連がございますので、一括して事務局より説明をお

願いいたします。 

 松永社会教育担当次長。 

○教育部次長(社会教育担当)（松永祥司） 

 ただいま議題となりました議案第５０号及び議案第５１号「議会の議決を経るべき議案

について」を説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、資料の２ページをお願いいたします。 

 新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事請負変更契約の締結についての議案で、この

１２月議会に提案が必要であり、教育委員会の意見を求めるものであります。 

 内容でございますが、記載のとおり、１．工事名といたしましては、新小牧市立図書館

建設工事のうち建築工事。 

 ２．請負契約者は、鴻池・三喜特定建設工事共同企業体。 
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 その代表者は、名古屋市中区錦二丁目１９番１号、株式会社鴻池組名古屋支店、常務執

行役員支店長 杉澤和男氏であります。 

 ３．変更の内容といたしましては、１点目として、消費税法の改正に伴い、工事費を増

額しようとするものであります。 

 ２点目として、公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を講ずることに伴い、工事

費を増額しようとするものであります。 

 ３点目として、建設地の地中に埋まっていた瓦・れんが等の混入土の処分費につきまし

て、処分が完了し、想定数量を超える結果となったため、工事費を増額しようとするもの

であります。 

 これら３点の理由により、６，４２８万８，０００円を増額し、変更後の請負契約金額

を２８億７，０５６万円としようとするものであります。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 新小牧市立図書館建設工事のうち機械設備工事請負変更契約の締結についての議案で、

この１２月議会に提案が必要であり、教育委員会の意見を求めるものであります。 

 内容でございますが、記載のとおり１．工事名といたしましては、新小牧市立図書館建

設工事のうち機械設備工事。 

 ２．請負契約者は、太平・ウカイ特定建設工事共同企業体。 

 その代表者は、名古屋市名東区猪高台二丁目１１４番地、株式会社太平エンジニアリン

グ名古屋支店、執行役員支店長 好光二朗氏であります。 

 ３．変更の内容といたしましては、消費税法の改正に伴い、工事費を増額しようとする

ものであります。 

 このため８２５万９，５００円を増額し、変更後の請負契約金額を４億５，４２７万

２，５００円としようとするものであります。 

 以上で、議案第５０号及び議案第５１号の説明とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第５０号及び議案第５１号について、ご質問等あればお

受けいたしますが、いかがでしょうか。 

 山田委員、お願いします。 

○委員（山田周司） 

 ５０号議案ですけれども、既に着工しているけれど、消費税の引き上げの対象となるの

でしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 矢本新図書館建設推進室長。 

○新図書館建設推進室長（矢本博士） 
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 消費税法の改正のルールがございまして、工事につきましては、完了していなければ、

着工にさかのぼって、当初から消費税が１０％になるということでございます。以上でご

ざいます。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第５０号「議会の議決を経るべき議案について」及び議案第５１号「議

会の議決を経るべき議案について」は、原案について意見なしとすることにご異議ござい

ませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第５０号及び議案第５１号については、原案について

意見なしとすることといたします。 

 次に、議案第５２号「事務の補助執行に関する協議について」及び議案第５３号「市長

の権限に属する事務の委任に関する協議について」は、関連がございますので、一括して

事務局より説明をお願いいたします。 

 高木学校教育担当次長。 

○教育部次長(学校教育担当)（高木大作） 

 ただいま議題となりました議案第５２号及び議案第５３号につきまして、関連がありま

すので、一括してご説明申し上げます。 

 別冊２の１ページをお願いいたします。 

 議案第５２号「事務の補助執行に関する協議について」であります。 

 事務の補助執行に関する協議について教育委員会の議決を求めるものであります。 

 中段、協議内容といたしましては、（１）生涯学習、市民センター、文化及びスポーツ

に関する事務を市長部局の職員に補助執行させることであります。 

 この案の提出理由でありますが、行政組織の見直しに伴い、地方自治法第１８０条の７

の規定に基づき、協議を行うため必要があるからであります。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。 

 こちらは、令和元年１１月１５日付け、文書番号３１小行第１８１１号にて、小牧市長

から小牧教育委員会教育長宛てに発せられた協議書であり、今回の件に係る協議内容が記

載されております。 

 その内容は、３ページ、教育委員会の権限に属する事務の補助執行として、（１）社会

教育委員等に関することをはじめとする１６件について、令和２年４月１日から、新たに

市長部局の職員に補助執行させようとするものであります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 続きまして、議案第５３号「市長の権限に属する事務の委任に関する協議について」で
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あります。 

 市長の権限に属する事務の委任に関する協議について教育委員会の議決を求めるもので

あります。 

 協議内容といたしましては、（１）小牧市長の権限に属する事務の一部を小牧市教育委

員会に委任する規則のうち、第３条第４号及び第５号に掲げる事務の委任を解除すること

であります。 

 この案の提出理由でありますが、行政組織の見直しに伴い、地方自治法第１８０条の２

の規定に基づき、協議を行うため必要があるからであります。 

 ５ページ、６ページをお願いします。 

 こちらも先ほど同様、令和元年１１月１５日付け、文書番号３１小行第１８９４号にて、

小牧市長から小牧市教育委員会教育長宛てに発せられた協議書であり、今回の件に係る協

議内容が記載されております。 

 その内容は、６ページ、市長の権限に属する事務の委任の解除として、（１）小牧市市

民会館の管理、運営及び使用料（行政財産の目的外使用の使用料を含む）の減免に関する

ことをはじめとして、２件について、令和２年４月１日から小牧市教育委員会への委任を

解除しようとするものであります。 

 以上で、議案第５２号及び第５３号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをい

たします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第５２号及び議案第５３号について、ご質問等あればお

受けいたします。 

 いかがでしょうか。 

 山田委員、どうぞ。 

○委員（山田周司） 

 小牧市スポーツ公園運動施設は補助執行から除いてあり、委任を解除するという、最終

的にはどういう形になるのですか。 

○教育長（中川宣芳） 

 武市スポーツ推進課長。 

○スポーツ推進課長（武市礼子） 

 小牧市スポーツ公園運動施設については、小牧市都市公園条例に基づく施設であります

ので、今回の協議により、市長部局の管理・運営に戻ります。 

○委員（山田周司） 

 都市公園としての扱いということでしょうか。 

○スポーツ推進課長（武市礼子） 

 はい、そういうことになります。 
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○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第５２号「事務の補助執行に関する協議について」及び議案第５３号

「市長の権限に属する事務の委任に関する協議について」は、原案どおり協議を整えるこ

とにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第５２号及び議案第５３号については、原案どおり協

議を整えることといたします。 

 続いて、報告・連絡事項に入ります。 

 はじめに、教育総務課、お願いします。 

 小川教育総務課長。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 それでは連絡事項、１２・１月行事予定でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 ２日月曜日は本会議の招集日となっております。１０日、１１日、１２日と本会議が開

催されます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １７日火曜日は、文教建設委員会、文教建設分科会が開催されます。 

 １８日水曜日は、午後４時から定例の教育委員会を３０１の会議室で開催いたします。 

 ２０日金曜日は、本会議の最終日となっております。 

 ２３日月曜日は、小中学校・第一幼稚園の２学期の終業式となっております。 

 ２７日金曜日は、仕事納め式でございます。 

 ７ページお願いします。 

 １月の予定です。 

 ６日月曜日は、仕事始め式となっております。 

 ７日火曜日は、小中学校・第一幼稚園の３学期の始業式であります。 

 ９日木曜日は、愛日地方教育事務協議会が春日井市役所で開催がされます。 

 １０日金曜日は、愛知県都市教育長協議会総会及び研修会がルブラ王山で開催されます。 

 １１日土曜日から１４日火曜日にかけまして、八雲町児童学習交流団が来訪いたしまし

て、歓迎会・交流会を予定しております。 

 ８ページをお願いします。 

 ２３日木曜日は、午後２時から定例の教育委員会を３０１の会議室で開催いたします。 

 １２月・１月の予定は以上でございます。 

 以上で、連絡事項とさせていただきます。 
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○教育長（中川宣芳） 

 続いて、学校教育課、お願いします。 

 堀田学校教育課長。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 報告第１号「令和元年度末及び令和２年度の儀式について」であります。 

 ９ページをお願いします。 

 上の表、今年度でありますが、令和元年度末の儀式日程につきましては、従前からご報

告を申し上げているとおりであります。 

 下の表、令和２年度の儀式の日程につきましては、先日の愛日地方教育事務協議会にお

きまして決定されましたので、一覧表として報告をさせていただきます。令和２年度につ

きましては、小学校の入学式が４月６日、始業式が４月７日、中学校におきましては、入

学式、始業式とも４月７日からであります。令和２年度は、この日程でスタートしてまい

りますのでよろしくお願いします。 

 報告は以上です。 

○教育長（中川宣芳） 

 続いて、新図書館建設推進室、お願いします。 

 矢本新図書館建設推進室長。 

○新図書館建設推進室長（矢本博士） 

 それでは、新図書館建設推進室から２点報告をさせていただきます。 

 まず、報告第２号「新小牧市立図書館建設工事のうち電気設備工事請負変更契約の締結

について」であります。 

 恐れ入りますが、１０ページをお願いいたします。 

 令和元年７月４日トーエネック・大栄電設特定建設工事共同企業体と締結いたしました

新小牧市立図書館建設工事のうち電気設備工事請負契約につきまして、消費税法の改正及

び公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を講ずることに伴いまして、５１８万

９，１００円を増額し、変更後の請負契約金額を２億５，３７４万３００円とするため、

専決処分の報告を１２月議会に行おうとするものであります。 

 続きまして、報告第３号「行政文書の開示について」、報告をさせていただきます。 

 資料はございません。 

 新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事に係る文書につきまして、小牧市情報公開条

例に基づきまして、３件の開示請求がありました。 

 １件目は、１０月１７日付けで市内在住の方より、新小牧市立図書館の建築工事に係る

文書として、小牧駅西Ａ街区地下にあるコンクリート基礎ほかの撤去・処分に係る資料の

一切について開示請求がありました。この開示請求に対しましては、１０月３１日付けで

個人情報に関する部分などを除いた開示の決定を行い、請求者の方に通知をいたしました。 
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 ２件目は、１１月１日付けで市内在住の方より、新小牧市立図書館の建築工事に係る文

書として、建設廃棄物処理計画書について開示請求がございました。この開示請求に対し

ましては、１１月６日付けで個人情報に関する部分などを除いた開示決定を行い、請求者

の方に通知をいたしました。 

 ３件目は、１１月６日付けで同じく市内在住の方より、新小牧市立図書館の建築工事に

係る文書として、建設廃棄物処理計画書について開示の請求がありました。この開示請求

に対しましても、１１月１４付けで個人情報に関する部分などを除いた開示決定を行い、

請求者の方に通知をいたしました。 

 以上であります。 

○教育長（中川宣芳） 

 続きまして、こども政策課、お願いします。 

 永井こども政策課長。 

○こども政策課長（永井政栄） 

 それでは、こども政策課からは、２点ご報告をさせていただきます。 

 はじめに、小牧市教育委員会報告第４号「令和２年小牧市成人祝賀式開催について」で

あります。 

 恐れ入りますが、１１ページをお願いいたします。 

 本年も来る令和２年１月１２日日曜日にパークアリーナ小牧におきまして、成人祝賀式

を開催させていただきます。 

 参加対象者でありますが、平成３１年４月１日現在、１，７３２人の方が対象となって

おられます。こちらは、昨年度が対象者１，８３０人でありましたので、およそ１００人

減っていることになります。開催時間は、午後１時半から３時までであります。式典後の

同窓会の開催などを鑑みまして、昨年度より、本年度は試行的に交流会を３０分短縮させ

ていただいております。教育委員の皆様には、既にご案内をさせていただいておりますが、

例年大変混み合いますので、お時間に余裕を持って会場にお越しいただければ幸いであり

ます。よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、１３ページをお願いいたします。 

 報告第５号「民法改正による成年年齢引き下げ後の成人祝賀式のあり方について」であ

ります。 

 令和４年４月１日より、成年年齢が１８歳に引き下げられることに伴い、成人祝賀式の

あり方について、これまで検討を進めてまいりましたが、高校生や成人祝賀式運営委員へ

のアンケート結果や、近隣市町の動向を踏まえまして、本市におきましては、令和５年以

降の式典も２０歳を対象とした式典を実施していくことといたしました。 

 その理由でありますが、１８歳での式典開催は、参加者の多くが大学受験、または就職

といった進路の選択にかかわる極めて多忙な時期であり、参加が困難であると考えられる
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こと、そのため、参加者本人だけではなく家族も含め落ちついた環境で式典を祝うことが

でき、また家族や友人とのつながりをしっかり確認できるよう２０歳での式典を継続する

ものです。また、名称につきましては、今後も引き続き検討をしてまいります。 

 こども政策課からは以上です。 

○教育長（中川宣芳） 

 以上で報告・連絡事項は終わりましたが、何かこの内容について、ご意見・ご質問はあ

りますでしょうか。 

 （発言なし） 

 それでは、ほかに何かご発言はありますか。 

 （発言なし） 

 ほかにご発言もないようですので、以上をもちまして令和元年第７回定例教育委員会を

閉会いたします。お疲れさまでした。 

＜閉会 午後 ２時３６分＞ 
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